
 議案第３７号 

   墨田区手数料条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和３年１１月２９日 

 

                提出者 墨田区長  山  本    亨    

 

   墨田区手数料条例の一部を改正する条例 

 墨田区手数料条例（平成１２年墨田区条例第４号）の一部を次のように改正する。 

 別表 ３建築・都市計画・土木関係の部６０の項中 

 

   

 ア 申請に係る計画が、

  長期優良住宅の普及

の促進に関する法律

第６条第１項各号

（第３号を除く。）

に掲げる基準に適合

していることを区長

が指定する者による

確認（以下「区長が

指定する者による技 

  術的審査」という。）

  を受けたもの ７， 

  ２００円 

 イ 申請に併せて住宅

の品質確保の促進等

に関する法律（平成 

  １１年法律第８１号）

  第６条第１項の設計

住宅性能評価書（同

法第５条第１項の住

宅性能評価に係る部

分について長期優良

住宅の普及の促進に

関する法律第６条第

１項第１号に掲げる 

  基準に適合し、かつ、

  当該住宅性能評価の

 

「 



うち構造の安定に関

することについて建

築基準法施行令第８

１条第２項第１号ロ

の限界耐力計算以外

の方法により評価さ

れたものに限る。以

下「設計住宅性能評

価書」という。）が

提出されたもの １

６，０００円 

 ウ ア及びイ以外のも

の ４７，０００円 
 

を 

 

   

 ア 申請に併せて住宅

の品質確保の促進等

に関する法律（平成 

  １１年法律第８１号）

  第６条の２第５項の

確認書若しくは住宅

性能評価書又はこれ

らの写しが提出され

たもの ７，１００

円 

 イ ア以外のもの ５

２，０００円 

 

 

に、 

 

   

 ア 申請に係る計画が、

  区長が指定する者に

よる技術的審査を受

けたもの １０，０

００円 

 イ ア以外のもの ６

８，０００円 

 

 

を 

 

   
 ア 申請に併せて住宅

の品質確保の促進等  

」 

「 

「 

」 

「 

 」 



に関する法律第６条

の２第５項の確認書

若しくは住宅性能評

価書又はこれらの写

しが提出されたもの 

   １０，０００円 

 イ ア以外のもの ７ 

  ８，０００円 
 

に改め、同部６１の項中 

 

   

⑴ 新築の場合 次のア、

 イ又はウに掲げる区分

及び当該住宅が属する

一の建築物の床面積の

合計に応じた額 

 ア 申請に係る計画が、

  区長が指定する者に

よる技術的審査を受

けたもの 

  (ア) １００平方メー

トル以内のもの 

７，２００円 

  (イ) １００平方メー

トルを超え、５０

０平方メートル以

内のもの １３，

０００円 

  (ウ) ５００平方メー

トルを超え、１，

０００平方メート

ル以内のもの ２

３，０００円 

  (エ) １，０００平方

メートルを超え、

２，５００平方メ

ートル以内のもの 

    ３２，０００円 

  (オ) ２，５００平方

メートルを超え、

５，０００平方メ

ートル以内のもの 

    ６１，０００円 

  (カ) ５，０００平方

 

」 

「 



メートルを超え、

１０，０００平方

メートル以内のも

の １０４，００

０円 

 イ 申請に併せて設計

住宅性能評価書が提

出されたもの 

  (ア) １００平方メー

トル以内のもの 

１６，０００円 

  (イ) １００平方メー

トルを超え、５０

０平方メートル以

内のもの ５７，

０００円 

  (ウ) ５００平方メー

トルを超え、１，

０００平方メート

ル以内のもの ９

２，０００円 

  (エ) １，０００平方

メートルを超え、

２，５００平方メ

ートル以内のもの 

    １７２，０００

円 

  (オ) ２，５００平方

メートルを超え、

５，０００平方メ

ートル以内のもの 

    ２９５，０００

円 

  (カ) ５，０００平方

メートルを超え、

１０，０００平方

メートル以内のも

の ４５５，００

０円 

 ウ ア及びイ以外のも

の 

  (ア) １００平方メー

トル以内のもの 

４７，０００円 



  (イ) １００平方メー

トルを超え、５０

０平方メートル以 

   内のもの １０９，

０００円 

  (ウ) ５００平方メー

トルを超え、１，

０００平方メート

ル以内のもの １

７５，０００円 

  (エ) １，０００平方

メートルを超え、

２，５００平方メ

ートル以内のもの 

    ３４５，０００

円 

  (オ) ２，５００平方

メートルを超え、

５，０００平方メ

ートル以内のもの 

    ６１７，０００

円 

  (カ) ５，０００平方

メートルを超え、

１０，０００平方

メートル以内のも

の １，０６２，

０００円 
 

を 

 

   

⑴ 新築の場合 次のア

又はイに掲げる区分及

び当該住宅が属する一

の建築物の床面積の合

計に応じた額 

 ア 申請に併せて住宅

の品質確保の促進等

に関する法律第６条

の２第５項の確認書

若しくは住宅性能評

価書又はこれらの写

しが提出されたもの 

  (ア) １００平方メー

 

」 

「 



トル以内のもの 

７，１００円 

  (イ) １００平方メー

トルを超え、５０

０平方メートル以

内のもの １３，

０００円 

  (ウ) ５００平方メー

トルを超え、１，

０００平方メート

ル以内のもの ２

２，０００円 

  (エ) １，０００平方

メートルを超え、

２，５００平方メ

ートル以内のもの 

    ３２，０００円 

  (オ) ２，５００平方

メートルを超え、

５，０００平方メ

ートル以内のもの 

    ５７，０００円 

  (カ) ５，０００平方

メートルを超え、

１０，０００平方

メートル以内のも

の ９４，０００

円 

 イ ア以外のもの 

  (ア) １００平方メー

トル以内のもの 

５２，０００円 

  (イ) １００平方メー

トルを超え、５０

０平方メートル以 

   内のもの １２２，

０００円 

  (ウ) ５００平方メー

トルを超え、１，

０００平方メート

ル以内のもの １

９６，０００円 

  (エ) １，０００平方

メートルを超え、



２，５００平方メ

ートル以内のもの 

    ３８６，０００

円 

  (オ) ２，５００平方

メートルを超え、

５，０００平方メ

ートル以内のもの 

    ６９１，０００

円 

  (カ) ５，０００平方

メートルを超え、

１０，０００平方

メートル以内のも

の １，１８８，

０００円 
 

に、 

 

   

 ア 申請に係る計画が、

  区長が指定する者に

よる技術的審査を受

けたもの 

  (ア) １００平方メー

トル以内のもの 

１０，０００円 

  (イ) １００平方メー

トルを超え、５０

０平方メートル以

内のもの １９，

０００円 

  (ウ) ５００平方メー

トルを超え、１，

０００平方メート

ル以内のもの ３

３，０００円 

  (エ) １，０００平方

メートルを超え、

２，５００平方メ

ートル以内のもの 

    ４７，０００円 

  (オ) ２，５００平方

メートルを超え、

５，０００平方メ

 

」 

「 



ートル以内のもの 

    ８８，０００円 

  (カ) ５，０００平方

メートルを超え、

１０，０００平方

メートル以内のも

の １５１，００

０円 

 イ ア以外のもの 

  (ア) １００平方メー

トル以内のもの 

６８，０００円 

  (イ) １００平方メー

トルを超え、５０

０平方メートル以 

   内のもの １６０，

   ０００円 

  (ウ) ５００平方メー

トルを超え、１，

０００平方メート

ル以内のもの ２

５５，０００円 

  (エ) １，０００平方

メートルを超え、

２，５００平方メ

ートル以内のもの 

    ５０４，０００

円 

  (オ) ２，５００平方

メートルを超え、

５，０００平方メ

ートル以内のもの 

    ９０３，０００

円 

  (カ) ５，０００平方

メートルを超え、

１０，０００平方

メートル以内のも

の １，５５２，

０００円 
 

を 

 

    ア 申請に併せて住宅
 

」 

「 



の品質確保の促進等

に関する法律第６条

の２第５項の確認書

若しくは住宅性能評

価書又はこれらの写

しが提出されたもの 

  (ア) １００平方メー

トル以内のもの 

１０，０００円 

  (イ) １００平方メー

トルを超え、５０

０平方メートル以

内のもの １９，

０００円 

  (ウ) ５００平方メー

トルを超え、１，

０００平方メート

ル以内のもの ３

３，０００円 

  (エ) １，０００平方

メートルを超え、

２，５００平方メ

ートル以内のもの 

    ４７，０００円 

  (オ) ２，５００平方

メートルを超え、

５，０００平方メ

ートル以内のもの 

    ８５，０００円 

  (カ) ５，０００平方

メートルを超え、

１０，０００平方

メートル以内のも

の １４０，００

０円 

 イ ア以外のもの 

  (ア) １００平方メー

トル以内のもの 

７８，０００円 

  (イ) １００平方メー

トルを超え、５０

０平方メートル以 

   内のもの １８３，

０００円 



  (ウ) ５００平方メー

トルを超え、１，

０００平方メート

ル以内のもの ２

９３，０００円 

  (エ) １，０００平方

メートルを超え、

２，５００平方メ

ートル以内のもの 

    ５７９，０００

円 

  (オ) ２，５００平方

メートルを超え、

５，０００平方メ

ートル以内のもの 

    １，０３７，０

００円 

  (カ) ５，０００平方

メートルを超え、

１０，０００平方

メートル以内のも

の １，７８２，

０００円 
 

に改め、同部６２の項中 

 

   

 ア 申請に係る計画が、

  区長が指定する者に

よる技術的審査を受

けたもの ７，２０

０円 

 イ 申請に併せて設計

住宅性能評価書が提 

  出されたもの １６，

０００円 

 ウ ア及びイ以外のも

の ４７，０００円 

 

 

を 

 

   

 ア 申請に併せて住宅

の品質確保の促進等

に関する法律第６条  

」 

「 

「 

」 



の２第５項の確認書

若しくは住宅性能評

価書又はこれらの写

しが提出されたもの 

   ７，１００円 

 イ ア以外のもの ５

２，０００円 
 

に、 

 

   

 ア 申請に係る計画が、

  区長が指定する者に

よる技術的審査を受

けたもの １０，０

００円 

 イ ア以外のもの ６

８，０００円 

 

 

を 

 

   

 ア 申請に併せて住宅

の品質確保の促進等

に関する法律第６条

の２第５項の確認書

若しくは住宅性能評

価書又はこれらの写

しが提出されたもの 

   １０，０００円 

 イ ア以外のもの ７

８，０００円 

 

 

に改め、同部６３の項中「からウまで」を「若しくはイ」に改め、「を当該建築物に

おける変更認定申請戸数で除して得た額（１００円未満の端数があるときは、その端

数を切り捨てた額）」を削り、同部６４の項中「２，１００円」を「２，３００円」

に改め、同項の次に次のように加える。 
     

６４

の２ 

長期優良住宅の普及の促

進に関する法律第９条第

３項の規定に基づく管理

者等が選任された場合に

おける認定長期優良住宅

建築等計画の変更の認定

の申請に対する審査 

管理者等が選任され

た場合における認定

長期優良住宅建築等

計画変更認定申請手

数料 

１件につき ２，３００ 

円 

変更認定

申請のと

き。 

     

」 

「 

」 

「 

」 



別表 ３建築・都市計画・土木関係の部６５の項中「２，１００円」を「２，３０

０円」に改める。 

   付 則 

１ この条例は、令和４年２月２０日から施行する。 

２ この条例の施行の際、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優 

良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律（令和３年法律第４８号） 

附則第２条第２項の規定によりなお従前の例によることとされる長期優良住宅建築

等計画の変更の認定の申請については、この条例による改正前の別表 ３建築・都

市計画・土木関係の部６２の項及び６３の項の規定は、なおその効力を有する。こ

の場合において、同部６３の項中「からウまで」とあるのは、「若しくはイ」と読

み替えるものとする。 

 

（提案理由） 

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正により長期優良住宅建築等計画

の認定に係る手数料を新設するほか、住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改

正により当該認定に係る手数料の改正をする必要がある。 


